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日
本
航
空
は
、
政
府
主
導
の
下
で
二
〇
一
〇
年
一
月
十
九
日
に
経
営
破
綻
、
企
業
再
生
支
援
機
構
か
ら
三
千
五
百
億
円
の
公

的
資
金
が
投
入
さ
れ
、
破
綻
と
再
建
が
プ
リ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
で
進
め
ら
れ
た
。
再
建
途
上
で
あ
っ
た
同
年
十
二
月
三
十
一
日
、

パ
イ
ロ
ッ
ト
八
十
一
名
と
客
室
乗
務
員
八
十
四
名
が
年
齢
（
機
長
五
十
五
歳
以
上
、
副
操
縦
士
四
十
八
歳
以
上
、
客
室
乗
務
員

五
十
三
歳
以
上
）
と
病
気
欠
勤
歴
を
基
準
に
整
理
解
雇
さ
れ
た
。
当
時
の
状
況
と
し
て
、
二
〇
一
〇
年
九
月
二
日
に
出
さ
れ
た

最
終
の
人
員
削
減
目
標
は
日
本
航
空
本
体
で
千
五
百
名
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
翌
九
月
三
日
よ
り
希
望
退
職
の
募
集
が
始
ま

り
、
結
果
十
二
月
三
十
一
日
の
段
階
で
は
千
六
百
九
十
六
名
が
希
望
退
職
に
応
じ
て
い
た
。
ま
た
公
的
資
金
の
投
入
や
債
権
放

棄
な
ど
も
あ
っ
て
再
建
は
順
調
に
進
み
、
十
二
月
末
ま
で
に
千
五
百
八
十
六
億
円
の
営
業
利
益
を
上
げ
る
中
で
、
大
晦
日
の
整

理
解
雇
で
あ
っ
た
。 

 

被
解
雇
者
は
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
と
客
室
乗
務
員
の
二
つ
の
原
告
団
を
結
成
し
、
二
〇
一
一
年
一
月
十
九
日
に
整
理
解
雇
問
題
で

東
京
地
裁
に
地
位
の
確
認
を
求
め
提
訴
し
た
。
一
審
の
東
京
地
裁
判
決
は
、
二
〇
一
二
年
三
月
二
十
九
日
（
パ
イ
ロ
ッ
ト
）
、

三
十
日
（
客
室
乗
務
員
）
に
出
さ
れ
た
。
両
判
決
の
内
容
は
「
百
六
十
五
名
の
解
雇
は
整
理
解
雇
四
要
件
（
必
要
性
、
回
避
努

力
、
人
選
基
準
、
手
続
き
の
妥
当
性
）
を
満
た
し
合
理
性
が
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
二
審
の
東
京
高
裁
は
二
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〇
一
四
年
六
月
三
日
（
客
室
乗
務
員
）
、
五
日
（
パ
イ
ロ
ッ
ト
）
に
「
管
財
人
無
謬
論
、
絶
対
論
」
を
展
開
し
て
、
整
理
解
雇

の
合
理
性
を
認
め
た
。
そ
し
て
二
〇
一
五
年
二
月
四
日
（
客
室
乗
務
員
）
、
五
日
（
パ
イ
ロ
ッ
ト
）
に
最
高
裁
が
上
告
を
棄
却

し
、
高
裁
判
決
が
確
定
し
た
。 

 

一
方
、
整
理
解
雇
の
回
避
に
向
け
た
団
体
交
渉
が
行
わ
れ
て
い
る
さ
中
の
二
〇
一
〇
年
十
一
月
十
六
日
に
、
管
財
人
が
労
働

組
合
の
争
議
権
確
立
を
妨
害
し
た
介
入
事
件
が
起
こ
っ
た
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
東
京
都
労
働
委
員
会
は
、
二
〇
一
一
年
八
月

三
日
「
労
働
組
合
へ
の
支
配
介
入
に
あ
た
る
」
と
し
て
、
日
本
航
空
に
対
し
て
不
当
労
働
行
為
救
済
命
令
を
発
出
し
た
。
し
か

し
日
本
航
空
は
「
命
令
の
取
り
消
し
」
を
求
め
て
東
京
地
裁
に
行
政
訴
訟
を
起
こ
し
た
。
結
果
、
東
京
地
裁
は
二
〇
一
四
年
八

月
二
十
八
日
に
不
当
労
働
行
為
と
認
定
、
二
審
の
東
京
高
裁
で
は
二
〇
一
五
年
六
月
十
八
日
「
団
結
権
の
侵
害
で
あ
り
、
憲
法

二
十
八
条
違
反
」
と
判
断
し
た
。
そ
し
て
二
〇
一
六
年
九
月
二
十
三
日
、
最
高
裁
は
日
本
航
空
の
上
告
を
棄
却
、
高
裁
判
決
が

確
定
し
た
。
こ
の
最
高
裁
判
決
は
、
地
位
確
認
訴
訟
（
整
理
解
雇
）
判
決
の
確
定
か
ら
一
年
七
か
月
後
に
出
さ
れ
た
。 

 

こ
の
最
高
裁
の
判
決
に
つ
い
て
、
二
〇
一
六
年
十
月
二
十
日
の
参
議
院
国
土
交
通
委
員
会
で
石
井
啓
一
国
土
交
通
大
臣
（
当

時
）
は
「
（
最
高
裁
で
日
本
航
空
の
）
不
当
労
働
行
為
が
認
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
私
自
身
も
遺
憾
に
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
」
「
日
本
航
空
の
整
理
解
雇
に
つ
き
ま
し
て
は
、
個
別
企
業
に
お
け
る
雇
用
関
係
に
関
わ
る
問
題
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
日
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本
航
空
に
お
い
て
適
切
に
対
応
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
」
旨
答
弁
し
て
い
る
。 

 

日
本
航
空
の
整
理
解
雇
か
ら
間
も
な
く
丸
十
年
が
経
過
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
現
在
に
お
い
て
も
、
な
お
解
雇
さ
れ

た
パ
イ
ロ
ッ
ト
六
十
三
名
と
客
室
乗
務
員
七
十
名
の
解
雇
争
議
が
続
い
て
い
る
。
争
議
の
解
決
を
遅
ら
せ
て
い
る
原
因
の
一
つ

に
、
結
果
が
異
な
る
二
つ
の
司
法
判
断
が
あ
る
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
。 

 

コ
ロ
ナ
禍
の
今
日
、
「
事
業
と
雇
用
を
守
り
抜
く
」
と
の
方
針
の
下
で
、
政
府
か
ら
航
空
業
界
に
も
数
々
の
支
援
策
が
出
さ

れ
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

一 

日
本
航
空
の
経
営
再
建
は
公
共
輸
送
を
守
る
た
め
に
、
政
府
が
関
与
す
る
中
で
進
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
中
で
整
理

解
雇
が
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
政
府
と
し
て
無
関
係
と
は
言
え
な
い
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。 

二 

解
雇
の
過
程
で
の
不
当
労
働
行
為
が
最
高
裁
で
「
憲
法
違
反
」
と
判
断
さ
れ
た
。
そ
の
後
の
日
本
航
空
の
対
応
は
大
臣
発

言
を
反
映
さ
せ
て
い
る
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

三 

長
引
く
労
働
争
議
は
人
権
、
人
道
上
の
問
題
に
加
え
て
、
空
の
安
全
に
も
影
響
す
る
問
題
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

政
府
と
し
て
日
本
航
空
の
争
議
の
解
決
に
向
け
て
考
え
ら
れ
る
施
策
は
あ
る
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


